
大保大橋（大宜味村大保～田港間）　橋梁の老朽化に伴う重量制限について
※令和８年４月１日より、車両重量２０トンを超える車両の通行はできません。
　該当車両につきましては、迂回のご協力をお願いします。

県道９号線

国道３３１号

大保大橋
※車両重量
　２０トン超通行制限

〇お問合せ先
道路管理者：
沖縄県北部土木事務所維持管理班
特殊車両許可申請担当

電話番号：
０９８０－５３－１７８７

沖縄県地図情報システムを利用して作成

大保大橋　※車両重量制限
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